
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
号

核
燃
料
取
扱
主
任
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す

る
規
則

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二

十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃
料
取
扱
主

任
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

（
試
験
の
方
法
等
）

第
一
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
核
燃
料
取
扱
主
任
者
試
験

（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
筆
記
試
験
と
す
る
。

２
　
試
験
は
、
核
燃
料
取
扱
主
任
者
の
職
務
を
行
う
に
必

要
な
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判

定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３
　
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行

う
。

一
　
核
燃
料
物
質
の
化
学
的
性
質
及
び
物
理
的
性
質

二
　
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
す
る
技
術

三
　
放
射
線
の
測
定
及
び
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

る
技
術

四
　
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
法
令

４
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
申

請
に
よ
り
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
試

験
を
免
除
す
る
。

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

事
項

一
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
試
験
合
格
者
前
項
第

三
号
に

掲
げ
る

も
の

二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
に
よ
る
大
学
院
の
専
門
職
学
位
課
程

そ
の
他
の
課
程
で
あ
っ
て
、
原
子
力
規
制
委
員

会
が
第
二
項
の
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
修
得

さ
せ
る
た
め
に
適
当
と
認
め
る
も
の
（
以
下

「
認
定
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
（
前

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に

関
す
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。

た
だ
し
、
そ
の
者
が
、
当
該
認
定
課
程
を
修
了

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

前
項
第

一
号
か

ら
第
三

号
ま
で

に
掲
げ

る
も
の

（
試
験
及
び
合
格
者
の
公
告
）

第
二
条
　
試
験
の
日
時
、
場
所
そ
の
他
試
験
の
施
行
に
関

し
必
要
な
事
項
及
び
試
験
の
合
格
者
の
氏
名
は
、
官
報

で
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
験
手
続
）

第
三
条
　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

一
に
よ
る
受
験
申
込
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
履
歴
書
（
別
記
様
式
第
二
）

二
　
戸
籍
抄
本
、
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団

体
の
機
関
が
発
行
し
た
も
の

三
　
顔
写
真
（
受
験
申
込
み
前
一
年
以
内
に
脱
帽
し
て

正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横

三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
（
縁
無
し
の
も
の

に
限
る
。
）
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を

記
載
し
た
も
の
）

四
　
認
定
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認

定
課
程
の
修
了
証
明
書
及
び
修
得
単
位
証
明
書

（
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
の
再
交
付
）

第
四
条
　
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
核
燃
料
取
扱
主

任
者
免
状
（
以
下
「
免
状
」
と
い
う
。
）
を
喪
失
し
、

又
は
汚
損
し
た
者
で
そ
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

も
の
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
核
燃
料
取
扱
主
任
者

免
状
再
交
付
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

２
　
免
状
を
汚
損
し
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
状

の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
汚
損
し
た

免
状
を
同
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
免
状
を
喪
失
し
た
者
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
状

の
再
交
付
を
受
け
た
も
の
は
、
喪
失
し
た
免
状
を
回
復

し
た
と
き
は
、
当
該
回
復
し
た
免
状
を
速
や
か
に
原
子

力
規
制
委
員
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
の
返
納
）

第
五
条
　
法
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
核

燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、

速
や
か
に
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
課
程
の
認
定
）

第
六
条
　
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
一
条
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
免
除
に
関
し
、
大
学
院
の
課

程
が
同
条
第
二
項
の
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
修
得
さ

せ
る
た
め
の
課
程
と
し
て
適
当
で
あ
る
こ
と
を
認
定
す

る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
申
請
）

第
七
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
課
程
の
認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
大
学
の
設
置
者
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

課
程
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
教
員
組
織
に
関
す
る
事
項

二
　
授
業
科
目
及
び
授
業
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
成
績
評
価
基
準
に
関
す
る
事
項

四
　
前
三
号
に
係
る
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て

自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
事
項

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
原
子
力
規
制
委

員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
認
定
基
準
）

第
八
条
　
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
課
程
が
原
子
力
規
制
委
員
会
が

別
に
定
め
る
基
準
（
以
下
「
認
定
基
準
」
と
い
う
。
）

に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
認
定
基
準
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一
　
教
員
組
織
に
関
す
る
事
項

二
　
授
業
科
目
及
び
授
業
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
成
績
評
価
基
準
に
関
す
る
事
項

四
　
前
三
号
に
係
る
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て

自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
事
項

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
原
子
力
規
制
委

員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
変
更
の
届
出
）

第
九
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
大
学
の

設
置
者
（
以
下
「
認
定
課
程
設
置
者
」
と
い
う
。
）
は
、

第
七
条
の
申
請
書
及
び
書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記

様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
条
　
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
認
定
課
程
が
認
定
基

準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
課
程
設
置
者
に
対
し

報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
に
係
る
確
認
）

第
十
一
条
　
認
定
課
程
設
置
者
は
、
そ
の
認
定
課
程
が
認

定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
五
年

ご
と
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
確
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
十
二
条
　
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
認
定
課
程
が
認
定

基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
等
の
公
示
）

第
十
三
条
　
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
次
の
場
合
に
は
、

そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
。

二
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
の

規
定
に
基
づ
い
て
し
た
公
告
、
提
出
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
規
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
も
の
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
第
三
号
）
　
抄

こ
の
規
則
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
二
日
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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別
記
様
式
第
１
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第１（第３条関係）

核燃料取扱主任者試験受験申込書

年月日

原子力規制委員会殿

氏名

本籍（ 国籍）

住 所郵便番号

電話番号

（ ふりがな）

氏 名

生年月日

第一種放射線取扱主合格証 合格証番号

任者試験合格証又は有 交付年月日年月日 第 号

第一種放射線取扱主免状 免状番号

任者免状の有無無

認定課程の修了証明有修了年月日

書及び修得単位証明

書 無

別添添付書類核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第３条各号に掲げる書類

。

備考この用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とすること

。

、

別
記
様
式
第
２
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第２（第３条関係）

履歴書

本籍（ 国籍）

住 所

氏 名

生年月日

学 歴

職 歴

賞 罰

上記のとおり相違ありません。

年月日

氏名

備考この用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とすること、 。

別
記
様
式
第
３
（
第
４
条
関
係
）

別記様式第３（第４条関係）

核燃料取扱主任者免状再交付申請書

年月日

原子力規制委員会殿

氏名

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第４条第１項の規定により核燃料取扱主任者免状、

の再交付を申請します。

本籍（ 国籍）

住 所郵便番号

電話番号

（ ふりがな）

氏 名

生年月日

免状の交付年月日及

び番号

再交付を受けようと

する理由

備考１この用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とすること、 。

２免状を汚損した者が申請する場合には汚損した免状を添えること、 。

別
記
様
式
第
４
（
第
７
条
関
係
）

（

）

別
記
様
式
第
４

第
７
条
関
係

認
定
申
請
書

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

（

）

氏
名

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

核
燃
料
取
扱
主
任
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す
る
規
則
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
い
の
で

同
規
則
第

、

７
条
の
規
定
に
基
づ
き

申
請
し
ま
す

、
。

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
院
の
課
程

の
名
称
及
び
住
所

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。

2



別
記
様
式
第
５
（
第
９
条
関
係
）

（

）

別
記
様
式
第
５

第
９
条
関
係

認
定
変
更
届
出
書

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

住
所

（

）

氏
名

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

核
燃
料
取
扱
主
任
者
試
験
の
実
施
細
目
等
に
関
す
る
規
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
届
け
出

ま
す
。

変
更

事
項

変
更

前
の

内
容

変
更

後
の

内
容

備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

、
。
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